
彦根市教育委員会会議録  

会議の日  令和 8 年 5 月 28 日(木)  

会議場所  彦根市役所本庁舎 5－1 会議室、5－2 会議室  

出席委員等 

5 人中 

4 人出席 

教育長       西嶋 良年 

教育長職務代理者  田附 孝子  委 員    小松 照明   

委 員       本田 啓子  委 員    欠席 

出席職員 

(説明員) 

教育部長 小島 久喜 

教育部次長(教育総務課長)  清水 智子 

こども家庭部次長(幼児課長) 平野 敦也 

副参事(図書館長、新図書館整備推進室長) 久保田 雄介 

副参事(博物館副館長) 林 善和 

副参事(博物館管理課長) 都築 養子 

博物館学芸史料課長 髙木 文恵 

学校教育課長 小坂 英司 

学校教育課主幹 白髭 英之 

学校 ICT 推進課長 野卋溪 守 

学校支援・人権・いじめ対策課長 小磯 浩司 

生涯学習課長 西川 真由美 

生涯学習課主幹 川添 義夫 

学校給食センター所長 今井 和宏 

広野教育集会所長 中江 淳展 

会議次第 

  1 開 会        午後 1 時 30 分 

  2 議 題       内    容    別添のとおり 

  議案第 27 号 令和 8 年度 6 月補正(第 1 号補正)予算について 

(学校支援・人権・いじめ対策課、彦根城博物館、図書館) 

  議案第 28 号 彦根市通学区域審議会委員の委嘱および任命について      (教育総務課) 

  議案第 29 号 彦根市教育委員会教育情報セキュリティ対策基準および彦根市教育委員会教育 

情報セキュリティ実施手順の改定について         (学校 ICT 推進課) 

  議案第 30 号 彦根市人権教育推進委員会委員の委嘱について(学校支援・人権・いじめ対策課) 

  議案第 31 号 彦根市図書館協議会委員の任命について              (図書館) 

  3 その他        内    容    別添のとおり 

  4 閉 会        午後 2 時 40 分 
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1 開 会 

教育長 ただ今から教育委員会会議を開会します。 

   本日提案している議題は、5 件です。 

なお、本日の会議に諮る予定の議案第 27 号「令和 8 年度 6 月補正(第 1 号補正)予算につ

いて」は、市議会の議決を経るべき議案の審議等となります。これについては、市議会で審

議される前の情報や公表前の情報であり、公にすることにより市民等の間に混乱を生じさせ

る恐れがあることから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 14 条第 7 項ただし書

きの規定により非公開にすることを提案します。 

議案第 27 号の審議を非公開にすることについて、ご異議はありませんか。 

各委員 なし。 

教育長 全員異議なしですので、非公開とすることとします。 

本日の議事の進行につきましては、「教育長報告」のあと、1 件の報告事項を説明させてい

ただきます。その後、議案第 28 号から議案第 31 号までの審議をいただきます。その後、「次

第 5 各所属の取組事項等について」の質疑を行い、「次第 6 その他」で教育委員会の所管

事項について、委員からのご質問をいただきます。 

その後、非公開の議案に関する審議を行います。 

本日の議事進行につきまして、ご異議はありませんか。 

各委員 なし。 

教育長 それでは、私から「教育長報告」をさせていただきます。 

   4 月 23 日木曜日から 24 日金曜日にかけて、尼崎で開催されました近畿都市教育長協議会

定期総会に出席をしました。 

   4 月 28 日火曜日、紺綬褒章伝達式を本庁にて行い、鈴木仙太朗様へ市長から伝達をしてい

ただきました。本件は、令和 6 年 9 月 30 日に、鈴木様から彦根城博物館に湖東焼 23 件を寄

贈いただいたことを表彰して授与されたものです。 

4 月 29 日水曜日、彦根市健民少年団結団式がビバシティにて開催されましたので、出席を

しました。 

4 月 30 日木曜日、5 月 7 日木曜日、8 日金曜日と 3 日間、人事評価校長当初面談を本庁に

て Web 面談方式で行いました。 

5 月 1 日金曜日、5 月定例校長会議を本庁にて Web 会議方式で行い、出席をしました。 
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5 月 8 日金曜日、放課後児童クラブ連携担当者連絡会を本庁にて開催しましたので、出席

をしました。 

5 月 11 日月曜日、彦根ユネスコ協会総会が勤労福祉会館にて開催されましたので、出席を

しました。 

5 月 12 日火曜日から 6 月 5 日金曜日までの 10 日間、人事にかかる学校訪問を行っていま

す。 

5 月 18 日月曜日、第 1 回彦根市社会教育委員の会議を本庁にて開催しましたので、出席を

しました。 

5 月 19 日火曜日、彦根市立教育研究所調査研究員委嘱式を本庁にて開催しましたので、出

席をしました。 

5 月 20 日水曜日、彦根市議会 5 月臨時会が開会となりましたので、自席にて傍聴をしまし

た。午後から、彦根市が当番となり、滋賀県内教育研究所協議会が本庁にて開催されました

ので、出席をしました。 

5 月 21 日木曜日、滋賀県都市教育委員会連絡協議会理事会・定期総会が、草津で開催され

ましたので、教育委員のみなさんと出席をしました。 

5 月 26 日火曜日、滋賀県第 4 地区教科用図書採択協議会第 1 回会議を本庁にて開催しまし

たので、出席をしました。 

本日 28 日木曜日、令和 8 年度彦根愛犬租税教育推進協議会定期総会が、彦根税務署にて

開催されましたので、出席をしました。午後からは、5 月の教育委員会会議となっています。 

報告は以上です。何かご質問やご意見がありましたらお願いします。 

各委員 なし。 

 

2 前回会議録の承認 

 

3 報告事項 

教育長 次第 3「報告事項」に入らせていただきます。 

「令和 8 年度(2026 年度)人権教育推進方策の概要について」報告をお願いします。 

   学校支援・人権・いじめ対策課長から報告がありました。 

田附職務代理者 6 ページの 3 行目に「児童・生徒の人権意識の高めるため」とありますが、「人
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権意識を高めるため」ではないですか。 

学校支援・人権・いじめ対策課長 ご指摘のとおり、言葉の間違いですので訂正をします。 

教育長 人権教育推進委員会の委員に意見を求める機会は、年に何回程度ありますか。 

学校支援・人権・いじめ対策課長 人権教育推進委員会は、年 1 回、年度末の 3 月末に開催して

いますが、この人権教育推進方策の概要については、今回の報告を終えた後、郵送にて意見

照会をかけて、意見をとりまとめる流れとしています。 

本田委員 30 ページに人権が尊重されるまち彦根をつくる条例が載っています。同じ条例が 44

ページにも載っていますが、同じものが載っている何か特別な意味があるのですか。 

学校支援・人権・いじめ対策課長 この冊子には、差別事象対応マニュアルを載せていて、その

マニュアルの中にある条例が 44 ページのものになります。同じ内容のものが載っています

ので、冊子からは削除します。 

 

4 議題 

議案第 28 号 彦根市通学区域審議会委員の委嘱および任命について 

   教育総務課長から説明がありました。 

議案第 28 号は原案のとおり承認されました。 

 

議案第 29 号 彦根市教育委員会教育情報セキュリティ対策基準および彦根市教育委員会教育 

情報セキュリティ実施手順の改定について 

学校 ICT 推進課長から説明がありました。 

小松委員 学校の情報管理の中で、USB の取扱いについては、学校の外へ持ち出す時のルールが

あったと思います。今回、記憶媒体の持ち出しのルールは変更となっていないのですか。校

務端末を持ち出して自宅に持って帰ることも OK になったということで、情報セキュリティ

としては行動の自由度が増えたと感じています。記憶媒体の管理は特に変更していないので

すか。 

学校 ICT 推進課長 USB の使用については、前回と同様にデータを処理する時には、基本的には

校務端末で使用することになっています。どうしても校務端末で使用できない時は、学校長

の許可を得て、USB を使用することができると示しています。 

議案第 29 号は原案のとおり承認されました。 
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議案第 30 号 彦根市人権教育推進委員会委員の委嘱について 

学校支援・人権・いじめ対策課長から説明がありました。 

議案第 30 号は原案のとおり承認されました。 

 

議案第 31 号 彦根市図書館協議会委員の任命について 

図書館長から説明がありました。 

議案第 31 号は原案のとおり承認されました。 

 

5 各所属の取組事項等について 

小松委員 学校 ICT 推進課の(1)令和 7 年度タブレット(学習者用端末)の活用についてのアンケ

ート結果について、令和 5 年度との比較をしていますが、今回のアンケート結果のポイント

を教えてください。 

学校 ICT 推進課長 今回、令和 5 年度と比較したのは、実質的にコロナが終息して、学校の中で

子ども達が対話して、話せるような状態になった時との比較としています。大きな変化とし

ては、端末の活用が多様な教科に広がっていたり、情報収集や資料作成、自分の考えの整理、

共有のために活用していたり、活用方法に広がりが見られます。子どもの自由記述の回答か

らも、当初の令和 5 年度あたりは端末の不具合や使いづらいという意見が多かったのですが、

令和 7 年度の回答を見ると、友達との交流、他者との協働的な学習、意見交流する学習など

をもっとやっていきたいと感じている子どもが増えてきています。反対に課題としては、端

末の使用頻度は全体的には上がってきていますが、依然として使っていないという回答も一

定数あるので、その辺りの理由を精査して、その対応を進めていきたいと思います。 

小松委員 168 ページの「8 あなたは、1 週間のうち何日くらいタブレットを使っていますか。」

という質問で、令和 5 年度と令和 7 年度で極端に違うことはないのですが、小 6 になると「ほ

ぼ毎日、使っている」が極端に上がっています。この理由は何かあるのですか。小学 6 年生

は、使い方で何か大きな変化があるのですか。 

学校 ICT 推進課長 当課でもその部分については把握できていませんので、5 年生から 6 年生に

かけての活用の変化について、調査をして、また説明したいと思います。 
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6 その他 

小松委員 令和 7 年度の学ぶ力向上推進事業の中で、生徒会長公約実現事業があります。予算と

しては、739,000 円で、市内 7 中学校で実現したいことを具体的に形にしてもらうというこ

とで、各中学校に 10 万円を配付して生徒会活動に使ってもらう事業です。この活動を行って

いるということは聞いていますが、活動結果についてはまだ聞いていません。和田前市長の

時に提案されて田島市長も継続していますが、やり方については、市長決裁の下でやるとか、

以前に議論があり、教育委員会でも成果報告会はオープンの場でやって欲しいとお願いして

いました。しかし、令和 7 年度が終わった後もこの事業の報告会がなく、令和 8 年度につい

ての展開もわかりません。その辺りを教えてください。 

学校教育課長 追加資料に基づき、各中学校の令和 7 年度の活動内容について説明。 

小松委員 各中学校の活動内容を今回初めて知りました。各中学校で 10 万円をうまく使って、成

果があったという説明がありましたが、今回の評価は誰が行ったのですか。市長ですか、そ

れとも学校教育課ですか。3 月に事業が終わるので、3 月 31 日までに生徒会長が報告するも

のだと考えていました。市長だけではなく、教育委員に対しても報告会を実施して欲しいと

お願いしていました。この報告について、市長はすでに聞いているのですか。また、令和 8

年 8 月 31 日の報告会は誰が行うのですか。 

学校教育課長 令和 7 年度末に事業としては完了していました。3 月に卒業した現在高校 1 年生

の生徒会長、生徒会執行部の生徒から報告するのが本意でしたが、現在の生徒会役員は昨年

10 月以降の生徒会であり、現在の中学 3 年生の生徒会長が予算を執行して、活動をしていま

す。現在もまだ活動していますし、中学校に在籍していますので、任期前半の部分で生徒会

長公約実現事業として予算を使って活動をした内容を今回報告しました。実際の評価につい

ては、これから市長に報告を行い、そこで市長から評価をもらう必要があります。 

小松委員 市長にはすでに説明したのですか。 

学校教育課長 市長にはこの後、説明、報告することになります。 

教育長 この報告書による報告というのはこれからになるという意味ですが、これまでの取組に

ついては、機会を設け市長には報告をしています。 

小松委員 令和 8 年度も各校 10 万円の予算をとっていますが、令和 8 年度、9 年度、10 年度と今

後も実施するということですか。 

学校教育課長 今年度は、補助金という形で当初予算に計上しています。補助金として使うので
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年度内執行になりますが、年度を越えてもうまく補助金が使えるように、補助金交付要綱を

一部改正するために、6 月の教育委員会会議の議案として上程できるよう準備をしていて、

この後、後半の協議会の中で説明する予定をしています。 

教育長 生徒会長の任期は、9 月末までになると思います。生徒会長の公約について、事業の予

算執行は 3 月で終わっていますが、任期はまだ終わっていませんので、公約を実行するため、

今後の取組を活性化するにはどのような指導、支援が必要だと考えていますか。 

学校教育課長 生徒会長の任期は 9 月末までのところが多く、4 月以降も継続しています。事業

費として各校 10 万年を割り当てましたが、その事業費を元に子ども達が得た力、非認知能力

やここで育まれた力などがさらに伸長できるような形で、学校訪問をしながら、その活動状

況を見守って支援をしていきたいと考えています。 

 

非公開審議 

7 議題 

議案第 27 号 令和 8 年度 6 月補正(第 1 号補正)予算について 

   学校支援・人権・いじめ対策課長、彦根城博物館管理課長、図書館長から説明がありまし

た。 

田附職務代理者 学校支援・人権・いじめ対策課の補正予算ですが、今回の国の補助金は今年度

だけもらえるものになるのか、それとも、これからももらえるものなのですか。 

学校支援・人権・いじめ対策課長 来年度も文部科学省の補正予算があるかどうか、それはわか

りませんが、令和 5 年度、6 年度もありましたので今後も可能性はあるのかなと思っていま

す。その辺りの情報を手に入れて、これからも積極的に手をあげていきたいと思っています。

「人生 100 年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金」は、今回初めて見ましたが、よい事

業だったので今回手を挙げました。宝くじ事業は、ホームページを見ると、毎年この交付金

をされているようなので積極的に手を挙げていきたいと思います。 

議案第 27 号は原案のとおり承認されました。 

 

教育長 以上で本日の会議を閉会します。 

6 月の会議は、6 月 25 日木曜日、午後 1 時 30 分から本庁舎 5 階 5-1、5-2 会議室で開催し

ます。皆さんお疲れ様でした。 


